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　　　令和４年度　定期予防接種について	
【問合せ】

豊頃町役場福祉課健康係
015-574-2214

　定期予防接種は予防接種法で定められているもので、お子さんの健やかな成長のために必要なものです。定期予防
接種は対象年齢を過ぎてしまうと、任意接種となり、費用の助成が受けられなくなってしまうため、対象年齢内で受
けられるように計画的に進めましょう。

対　象　疾　病 対象年齢 標準的な接種期間 受　　け　　方

ロタ
(	ロタウイルス感染症）

生 後 ６ 週 ０ 日
から 24 週０日
までの間

（２回）

初回接種（１回目）を生後
２か月になった日から生後
14週６日までの間

（15週０日以降の１回目の
接種は安全性が確立されて
いません）

１価
（ロタリックス）

①生後２ヵ月  ②生後 24 週

接種した日から 27 日以上あける

ヒブ
（Hib	感染症）

生 後 ２ か 月 に
な っ た 日 か ら
５ 歳 の 誕 生 日
の前日まで

初回接種は生後２か月に
なった日から生後７か月に
なる前日まで（３回）
追加接種は初回接種３回目
を接種した次の日から７か
月〜 13 か月までの間隔を
おく（１回）

 初回接種　 　追加接種
生後２か月 　生後７か月
①  ②  ③  ④

接種した日から27日以上
（標準的には27日〜 56日
まで）の間隔をあける

初回接種終了後、７か月以上
（標準的には７か月〜13か
月まで）の間隔をあける

小児肺炎球菌	
	(	小児の肺炎球菌感染症	)

生 後 ２ か 月 に
な っ た 日 か ら
５ 歳 の 誕 生 日
の前日まで

初回接種は生後２か月に
なった日から生後７か月に
なる前日まで（３回）
追加接種は１歳になった日
から１歳３か月になる前日
まで（１回）

 初回接種　 　追加接種
生後２か月 　生後７か月
①  ②  ③  ④

接種した日から27日以
上の間隔をあける

初回接種終了後、60日以上（標準的
には１歳になった日から１歳３か月に
なる前日まで）の間隔をあける

Ｂ型肝炎 １ 歳 の 誕 生 日
の前日まで

初回接種は生後２か月に
なった日から生後９か月に
なる前日まで（２回）追加
接種は初回接種１回目を
接種した次の日から、139
日以上の間隔をおく（１回）

 初回接種　 　追加接種
生後２か月　　生後９か月 　１歳
①  ②  ③ 

接種した日から27日以
上の間隔をあける

初回接種１回目終了後、139日
以上の間隔をあける

四種混合
(	ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ	)

生 後 ３ か 月 に
な っ た 日 か ら
７ 歳 ６ か 月 に
な る 日 の 前 日
まで

初回接種は生後３か月に
なった日から１歳の誕生日
の前日まで（３回）追加接
種は初回接種３回目を接種
した次の日から、12 か月
〜 18 か月までの間隔を空
ける（１回）

 初回接種　 　追加接種
生後 3 か月 １歳
①  ②  ③  ④

接種した日から27日以上
（標準的には27日〜 56日
まで）の間隔をあける

初回接種終了後、６か月以上
（標準的には12か月〜18か月
まで）の間隔をあける

ＢＣＧ	(	結核	) １ 歳 の 誕 生 日
の前日まで

生後５か月になった日から
生後８か月になる日の前日
まで（１回）

生後５か月になったら早めに受けましょう

麻しん風しん１期 １歳のお誕生日から２歳のお誕生日の前日
まで（１回） １歳になったら早めに受けましょう

水痘
(	水ぼうそう	)

１歳のお誕生日から３歳のお誕生日の前日
まで（２回）

① １歳　 　② ３歳

３か月以上（標準的には６か月〜 12 か月まで）の間隔をあける




